
平 成 12年5月30日

民 事 訴 訟 の 利 用 者 に 対 す る 調 査 へ の 協 力 の お 願 い

司 法 制 度 改 革 審 議 会

当 審 議 会 は 、 21世 紀 の 我 が 国 社 会 に お い て 司 法 が 果 た す べ き 役 割 を 明 ら か

に し 、 司 法 制 度 の 改 革 と 基 盤 の 整 備 に 関 し 必 要 な 基 本 的 施 策 に つ い て 調 査 審 議

す る こ と を 目 的 と し て 、 内 閣 に 設 け ら れ ま し た 。

こ の 度 、 当 審 議 会 で は 、 民 事 司 法 の 現 状 を 把 握 す る た め 、 下 記 の と お り 、 民

事 訴 訟 の 利 用 者 の 意 見 を 調 査 す る こ と と い た し ま し た の で 、 何 と ぞ ご 協 力 を お

願 い 申 し 上 げ ま す 。

記

○ ご 協 力 を お 願 い す る 方

（ 札 幌 、 秋 田 、 福 島 、 前 橋 、 東 京 、 富 山 、 甲 府 、 静 岡 、 大16箇 所 の 地 方 裁 判 所

の民事訴訟事件のうち、6月5津、大阪、松江、岡山、松山、福岡、宮崎、那覇）

（上記のうち東京、大阪両地裁以外の日から14日 又は23日（東京、大阪両地裁）

までの間に判決や和解等で終了した事件の当事者（原告及び被告）の地裁）

中から、当審議会で選ばせていただいた方

なお、調査へのご協力は任意のものです。

○ ご 協 力 依 頼 の 方 法

7月下旬ころまでに、当審議会から直接、調査の依頼文をお送りいたします。

○ 調 査 の 方 法

当審議会からの依頼に応じていただいた方に対し、9月中に、当審議会か

ら調査員を派遣し、面接の方法でご意見をお伺いいたします。

※ な お 、 こ の 調 査 に 当 た り 、 ご 協 力 を お 願 い す る 方 々 の プ ラ イ バ シ ー に つ い て
は 、 当 審 議 会 が 責 任 を 持 っ て お 守 り い た し ま す の で 、 ご 協 力 よ ろ し く お 願 い 申
し上げます。
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